
令和 7 事業年度特定中性子線施設利用促進業務の実施計画  

登録施設利用促進機関

一般財団法人 総合科学研究機構

一般財団法人総合科学研究機構（以下、「機関」という。）は、特定先端大型研究施設の共

用の促進に関する法律（平成 6 年法律第 78 号。以下、「法」という。）第 13 条の規定に基

づき、令和 7 年度における特定中性子線施設利用促進業務の実施計画について、下記の通り

定める。

１.中性子線共用施設を利用して研究等を行う者の選定に関する基本的な方向

大強度陽子加速器施設 J-PARC(以下、「J-PARC」という。)の中性子線共用施設を利用し

て研究等を行う者の選定を行うため、施設利用研究に関し学識経験を有する者により構成さ

れる選定委員会を引き続き開催する。

利用者の公募に先立ち、重点分野、利用時間の配分方針、選定基準など、当該利用期の利

用者選定に関する基本的方針を、選定委員会に諮り決定する。公募・選定に関する業務はこ

れに基づいて行うとともに利用者の選定は、選定委員会の意見を踏まえて決定する。

中性子線共用施設を利用して研究等を行う者の選定に当たっては、下記表 1 の利用制度を

設定する。

表 1 利用制度 

利用区分 課題の名称 受付種類 利用種別 料金

一般利用

一般利用課題(短期)＊１) 定期募集(2 回／年) 
成果公開 無償

成果専有 有償

一般利用課題(1 年)＊２) 定期募集(2 回／年) 成果公開 無償

一般利用課題(長期)＊３) 定期募集(1 回／年) 成果公開 無償

新利用者支援課題＊４) 定期募集(2 回／年) 成果公開 無償

産業利用促進課題＊５) 定期募集(2 回／年) 成果専有 有償

優先課題＊６) 定期募集(2 回／年) 成果公開 有償

緊急課題＊７) 随時募集 成果公開 無償

有償随時課題＊８) 随時募集 成果専有 有償

Fast Track Proposal＊９) 随時募集 成果公開 無償



＊１)一般利用課題(短期)： 
国内外を問わず幅広い利用者の利用を目的とする課題。このうち、特定放射光施設及び

特定高速電子計算機施設等と連携して J-PARC を利用することで、それぞれを単独で利用

するより優れた成果が効果的に創出され得る研究を推進するために連携利用課題を設けて

いる。 
＊２)一般利用課題(1 年課題)： 

開発を伴う利用を目的とする BL11 限定の有効期限が 1 年間(2 期)の課題。成果公開型に

限定し 2020A より実施。 
＊３)一般利用課題(長期)： 

長期に渡る研究開発戦略が明確で、際立った成果の創出を目的として 2017B より開始。

制度の見直しを行い 2024B からは、MLF の測定技術の高度化にもつながる課題を対象と

する。有効期限は最長 3 年（6 期）、成果公開型に限定。 
＊４)新利用者支援課題： 

J-PARC MLF 中性子実験施設利用の未経験者を対象とし、中性子利用の有用性を理解す

ることで、その後の本格利用へと繋げることを目的とする課題。成果公開型に限定し2016A
より実施。 

＊５)産業利用促進課題： 
CROSS、中性子産業利用推進協議会、茨城県等が産業利用の裾野拡大を目的として主催・

支援する勉強会やコンソーシアム等の成果専有課題を一部減額した料金で実施する課題。

2024B より実施。 
＊６)優先課題： 

国家プロジェクト等の研究資金に審査を経て採択された課題に対し、J-PARC での実験

の必要性、実施の技術的可能性、安全性等を審査の上、優先的に利用できる成果公開型の

課題。2024B より実施。 
＊７)緊急課題： 

学術的・社会的に重要性が極めて高く、迅速に実施する必要がある課題。公募期間によ

らず随時申請可能。 
＊８)有償随時課題： 

産業界ユーザーを対象とし、産業利用の観点で緊急性、今後の産業利用の発展の観点か

ら早期に実施することが適切な課題。成果専有に限定し 2023A より実施。J-JOIN(J-Joint 
Office for Innovation)を窓口とする。 

＊９)Fast Track Proposal(FTP)： 
利用者から送付された試料を装置スタッフが測定し、測定データを利用者に送付する利

用期間が 1 日以下の課題。利用者の利便性向上と MLF におけるビーム有効利用及びスタ

ッフの負荷低減を目的に BL01、BL11、BL17、BL18、BL22 で受付。成果公開型に限定

し 2019B より実施。 
 

(１)中性子線共用施設を利用して重点的に行うべき研究等の分野に関する事項 



特定中性子線施設の能力を最大限に活用し成果を上げていくため、中性子線共用施設を

利用して重点的に行うべき研究分野については、国の方針等を踏まえ、また選定委員会の

意見を聴いて決定することとする。 
 

(２)基礎的、応用的及び開発的な研究等に対する中性子線共用施設の利用時間の配分に関す

る事項 
主たる基礎的研究分野は学術利用研究、主たる応用的及び開発的研究分野は産業応用研究

において実施されるものと想定し、課題の公募状況や申請課題の内容等を考慮し、また選定

委員会の意見を踏まえ、バランスを重視した利用時間の配分を行う。 
 

２.中性子線共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の実施に関する計画 
(１)中性子線共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の計画 

特定中性子線施設の利用期間は、J-PARC センターにより策定される運転計画に基づき年

間を前後期の 2 期として構成する。 
原則として利用期間開始前に利用研究課題の募集及び選定を行う必要があり、令和 7 年度

は 2025B 期利用期間(令和 7 年度下期)及び 2026A 期利用期間(令和 8 年度上期)の一般利用課

題(短期、1 年、新利用者支援、産業利用促進、優先)を公募(2025B 期は令和 7 年 4 月頃、2026A
期は令和 7 年 9 月頃に公募を案内し、1 ヵ月程度の公募期間を設定)、選定(3 ヵ月程度の審

査・選定期間を設定し、2025B 期は令和 7 年 8 月頃、2026A 期は令和 8 年 2 月頃に利用者に

審査結果を通知)する。2025B 期は運転日数が少なく、期間が限定されることから、対象を国

内ユーザーに限定した公募を実施する。 
2025 年度の一般利用課題(長期)については、2025L 期課題(令和 7 年度下期～令和 10 年度

上期)の公募を実施する。中性子線共用施設の迅速利用や試料の送付のみでの測定等の要望に

応えるため、緊急課題、有償随時課題、FTP については随時募集及び選定を行う。 
 

(２)中性子線共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法 
利用研究課題の募集に当たっては、課題申請方法や課題審査の基準等の必要な事項につい

て、J-PARC センターと連携してインターネット媒体を活用して公開し、またメーリングリ

ストにより国内外の産学官の幅広い分野の研究者等に対して広く周知を図る。利用研究課題

の申請は J-PARC が国際共用施設であることに鑑み、原則英語で行っていただくものとする

(ただし、産業利用課題及び新利用者支援課題の申請は日本語も可とする)。利用研究課題の審

査は、選定委員会の意見を聴いて別に定めている｢中性子線共用施設の利用研究課題選定に関

する基本的考え方｣に基づき、選定委員会の意見を踏まえて行う。また、選定委員会の下に国

内外の国際的な専門家からなる利用研究課題審査委員会及び利用研究分野等に応じて分科会

を設置し、これらの審議は必要に応じて英語で行うものとする。 
なお、利用研究課題の審査の際には自らが参画する利用研究課題の審査から排除されるな

どの要領を徹底し、公平な審査に努めることとする。 
また、採択された課題については、知的財産の保護に留意しつつ、申請者、配分時間数等



の情報を課題の募集と同様の方法により公開する。また、成果公開型の利用研究課題に関し

ては、採択された課題の申請者に実験実施期の終了日から 60 日以内に実験報告書の提出を義

務付け、実験報告書未提出者に対しては定期的な督促を実施するとともに、課題申請ができ

ないようブロックする牽制措置を講じる。これらの措置は 2023B 期利用課題から運用する。

実験報告書はインターネット媒体等を活用して公開する。さらに課題申請者には実験終了後

3 年以内 に論文等による研究成果の公開と J-PARC センターへの登録を求める。論文等の成

果未公開者に対しても定期的な督促を実施する。この措置は 2024A 期課題から運用する。 
 

(３)その他中性子線共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の実施に関する事項 
利用者選定業務を行う部署には専任の管理者を置くこととし、中性子線共用施設に関する

業務として選定委員会等の運営や別途選定委員会の意見を聴いて別に定めている｢情報管理

に関する基本的考え方｣による情報の管理等に関する業 務を統括する。 
 

３.中性子線共用施設の利用時間の設定等に関する事項 
中性子線共用施設の年間利用時間は、J-PARC センターにより策定される運転計画に基づ

き決定される。中性子線共用施設の利用時間の設定に関しては、選定委員会の意見を聴いて

決定する。 
なお、中性子線共用施設の利用時間については、外部利用者等の利用時間をできるだけ多

く確保しつつ、設置者である J-PARC センター及び機関に属する研究者等が装置の高度化や

利用促進に必要な技術開発等を行うための一定割合の利用時間を別途設定する。これらの割

合については J-PARC センターと調整する。その際、機関に属する研究者等の利用に関して

は法第 12 条の規定に基づき、文部科学大臣の承認を得る。 
採択された利用研究課題の実施時期等の検討にあたっては、J-PARC センターと連携して、

利用者が求める実施時期と運転計画との整合を図り、効率的な利用時間の配分を行うことと

する。 
 

４.中性子線専用施設を設置する者の募集及び選定の実施並びに中性子専用施設を利用して

研究等を行う者(中性子線専用施設を設置する者を除く。)の募集及び選定の支援に関する

計画 
中性子線専用施設の設置計画については、専用施設とする必要性、施設の維持管理能力等

の観点も含めて審査し、選定するとともに、中性子線専用施設の設置後は、設置目的に沿っ

た運用が適正に行われているかを定期的に評価し、必要に応じて改善、更新、撤去等を勧告

する。なお、選定及び評価を行うにあたっては、国及び J-PARC センターとの密接な連携を

図るものとする。 
また、中性子線専用施設を利用して研究等を行う者(中性子線専用施設を設置する者を除

く。)の募集及び選定の支援を行う場合は、「１.中性子線共用施設を利用して研究等を行う者

の選定に関する基本的な方向」及び「２.中性子線共用施設を利用して研究等を行う者の募集

及び選定の実施に関する計画」に準じて行う。 



なお、令和 7 年度は、既設の中性子線専用施設である 2 本の茨城県ビームラインについて

は、共用ビームタイムにおける共用を実施しないため、機関として利用者の募集及び選定の

支援は実施しない。 
 

(１)中性子線専用施設を設置する者の募集及び選定の計画 
中性子線専用施設を設置しようとする者により提案される専用施設設置計画の募集は、専

用施設設置計画の提案を促進するため、通年に渡って行う。 
 

(２)中性子線専用施設を設置する者の募集及び選定の方法 
専用施設設置計画の募集及び選定に関し、計画の申請方法や審査の基準等の必要な事項に

ついて、J-PARC センターと連携してインターネット媒体等を活用して公開し、国内外の産

学官の幅広い分野の研究者等に対して広く周知を図る。 
申請された計画の審査は、別途選定委員会の意見を聴いて定めている｢中性子線専用施設の

設置計画の選定に関する基本的考え方｣に基づき、選定委員会の下に設置する専用施設審査委

員会において行う。審査結果は選定委員会に諮り、その意見を踏まえて選定する。 
専用施設を設置できるビームラインは限られていることから、選定にあたっては、あらか

じめ国及び J-PARC センターの意見を聴く。 
また、選定された計画については、申請者、設置計画名等の情報を計画の募集と同様の方

法により公開する。 
 

(３)その他中性子線専用施設を設置する者の募集及び選定に関する事項 
利用者選定業務を行う部署に置かれた専任の管理者は中性子線共用施設に関する業務とと

もに、中性子線専用施設に関する業務として選定委員会等の運営や、選定委員会の意見を聴

いて別に定めている｢情報管理に関する基本的考え方｣による情報の管理等に関する業務を統

括する。 
 

５.利用支援業務の実施に関する計画 
(１)情報支援 
J-PARC センターと連携・協力してユーザーズオフィスを運営し、施設利用に必要な手続

き等の情報を提供する。中性子線共用施設に関する技術的情報、加速器の運転状況などの技

術情報は、インターネット媒体等を活用して提供する。 
また、施設利用研究の成果の公表を促進する方策を実施するとともに、利用者相互の情報

交換が適切になされるよう配慮する。利用研究を通じて創出された論文等の成果については

J-PARC センターと連携してデータベース化及び統計情報分析を行い、論文数の推移及び

Top10%論文分析等をインターネット媒体により発信し、知的財産の保護に留意しつつ幅広

く活用する。 
 

(２)技術支援 



中性子線共用施設を利用する者に対する支援として、最先端利用手法・技術等の提供、デ

ジタルトランスフォーメーション(DX)を活用した技術支援、中性子線利用実験前の相談、実

験時の技術指導・安全教育等を行う。2024B 期課題については、施設の調整に時間を要した

ために令和 6 年度内に実施できず、令和 7 年度に繰り越すこととなった。このため、令和 7
年度では、2024B 期課題と 2025A 期課題を 4 月から令和 8 年 2 月まで実施することとし、

2025B 期については通常より期間が限定されるものの、必要な運営を滞りなく行い、円滑な

利用支援業務を遂行する。 
 

(３)その他の支援 
利用者が来所前、来所時、及び実験終了後に必要な各種事務手続きや問い合わせに関して

は、ユーザーズオフィスをはじめとして、J-PARC センターと連携・協力して、窓口の一元

化、簡素化を継続して図り、利用者にとって分かり易い支援を行う。 
中性子線利用の未経験者に対して中性子線の有用性等を啓発する講習会や利用実験技術の

習得を目的とした研修会、中性子線利用研究の経験者を中心に研究、内容の深化及び研究分

野の拡大を目的する研究会、その他ワークショップ、スクール及び成果報告会等を開催し、

産学官の幅広い分野の研究者等による中性子線利用研究の拡大を図る。また、幅広い科学・

技術分野からの新規利用を促進するために、中性子実験施設利用の未経験者を対象とした新

利用者支援プログラムを実施する。 
 

６.利用支援業務を担当する者の資質の向上のための措置その他利用支援業務の充実のため

の措置に関する事項 
国内外における最先端の研究動向の調査、技術情報の収集を図るための学会等ヘの参加を

通じ、利用支援業務を行う者の資質の向上を図る。 
施設利用研究の促進のための方策に関する調査研究として、法第 12 条に定める中性子線共

用施設の利用等も活用しつつ、中性子線共用施設の技術的検討や新しい利用技術の開発、中

性子のみならず量子ビーム利用を含む新たな利用分野の開拓、利用者のニーズ等に基づく利

用方法の検討等を実施し、機関自らの研究機能を強化する。 
また、他の研究機関や大学等との積極的な交流・共同研究等を実施する。 
 

７.その他必要な事項 
(１)利用者に対する利便性の向上 

施設利用に関する諸手続きや情報提供については、J-PARC センターと協議の上、ビーム

ラインの増加や利用区分の変更等にも対応できるよう同センターWebサイトとのリンク等を

行い、窓口の一元化、簡素化に継続して努め、利用者に対する利便性の向上を図る。 
 

(２)人材育成の推進 
継続的に優れた中性子線利用研究の成果を創出するために、中性子線実験手法・技術等の

不断の高度化や最先端の利用研究の推進を図るとともに、関係諸機関と連携して適切な役割



分担の下にこれを支える人材を育成する。

(３)積極的な成果の公表及び普及並びに啓発活動の実施

施設利用研究の成果は、知的公共財として積極的に公表し、普及を図るとともに、シンポ

ジウム、ワークショップ及び研究会等やインターネット媒体を活用して国内外に向けた啓発

活動を行い、更なる中性子利用者の発掘や利用分野の拡大を図る。

なお、インパクトの高い成果については、アウトカムや波及効果を把握し、利用者との密

な連携の下、積極的な情報発信を行う。更に、幅広い科学・技術分野からの新規利用を促進

するとともに、一般社会に向けた効果的・効率的な広報活動を引き続き継続する。

(４)国際的な頭脳循環における中核的拠点の形成

特定中性子線施設は国際的に開かれた研究拠点を目指し、課題公募、審査委員会、及び Web
サイトの記述等は英語を標準として実施するとともに、外国からの利用者の利用支援も充実

させる。また、優秀な研究者を引き付けるためには登録機関自ら中性子利用に関する高い知

見を有する必要があるため、利用促進に資する研究開発を活発に行い、最先端利用手法・技

術を提供する。

更に、研究機能の強化と国内外の関係する研究機関との共同研究等を通じ、人材交流を活

性化し、求心力のある国際的頭脳循環における中核的拠点形成を図る。

(５)関係機関等との連携

J-PARC の設置者である国立研究開発法人日本原子力研究開発機構及び大学共同利用機関

法人高エネルギー加速器研究機構との間で連携・協力会議を開催する等、密接な連携を図り、

利用者ニーズに対応した利用促進業務の円滑な実施及び人材育成を図る。

専用施設設置者等との連携・協力を図ることにより、特定中性子線施設利用全体を通じた

成果の創出を促進する。

特定放射光施設及び特定高速電子計算機施設等との連携・協力を図るため、当該 3 登録施

設利用促進機関の間で平成 24 年度に締結した協力協定の下に量子ビーム関連分野のより広

範囲・新次元の成果創出に努める。

さらに、特定中性子線施設が立地する地域における科学技術活動を活性化し、新産業・新

事業の創出を促進する観点から、地域における産学官連携の深化をはじめとして、地元自治

体等との連携を図る。
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